
　妊娠中に医療機関でお受けになる妊婦健康診査について、14回分（超音波検査４回分を含む）を公費で負担
しています。（医療機関によっては追加費用が必要な場合があります）
　妊婦一般健康診査とは、妊娠中のお母さんの健康状態や赤ちゃんの発育状態などを定期的に観察する大切な
健診です。安心して安全に出産を迎えられるようにするためにも、健診は必ず受けましょう。
○母子健康手帳の交付時に14回分（超音波検査４回分を含む）の受診票を交付します。
　妊娠に気づいたら、早めに保健予防係へ妊娠の届出を行ってください。
　（妊娠届を医療機関で書いていただき、届出の際にお持ちください）

保健予防係からのお知らせです保健予防係からのお知らせです
　 保健予防係（保健センター内）　☎62-9134　 保健予防係（保健センター内）　☎62-9134

●妊婦健康診査について、14回分を公費負担しています

　今年度から不妊症治療の助成に加えて不育症につ
いても助成対象になりました。
　不妊及び不育症治療に要した費用の1/2、年間20
万円を限度に助成します。
　対象は町内に１年以上住所を有しているご夫婦で
す。
　助成金を申請する前に町の事業認定を受けること
が必要ですので、ご連絡ください。

●不妊及び不育症治療の一部助成
　について

　生後６週以降の乳児に対するロタウイルスワクチ
ンの接種に関し、接種費用の一部を助成します。ワ
クチン使用に関し、定められた期間内に必要な接種
を完了した方に対し、１人当たり15,000円を助成し
ます。

●ロタウイルスワクチン接種費用助成
　について

　75歳以上の方で過去に肺炎球菌ワクチンを接種し
たことがない方、または65歳以上74歳未満の方で慢
性疾患を有し、医師が肺炎球菌ワクチン接種の必要
性を認めた方で過去に肺炎球菌ワクチンを接種した
ことがない方に対し、接種費用について１回3,000
円を助成します。

●高齢者用肺炎球菌ワクチン
　任意接種費用助成について

　生まれてくる赤ちゃんの1,000人のうち１～２人
は、生まれつき耳の聞こえに障がいを持つと言わ
れています。その障がいを早く発見して、適切な
援助をしてあげることで赤ちゃんの言葉と心の成
長を促します。
　新生児聴覚検査は、生まれて間もない赤ちゃん
の耳のきこえの状態を調べ、自動的に判定を行う
耳の検査です。富士見町では、全新生児の検査実
施を促し、障がいの発見につながるよう、聴覚検
査にかかる費用の一部を助成しています。

●新生児聴覚検査の一部助成について
　出生時の体重が2000g以下であるなど、指定養
育医療機関で入院が必要とされた場合に、医療費
の一部が助成されます。

●未熟児養育医療の給付について

里帰り等の理由で県外の医療機関において妊婦健康診査を
受けた場合も、健診費用を助成します
　該当される方は、最終の受診日から６ヶ月以内に保健予防係へ申請してください。
※受診票は県外医療機関では使えませんので、未使用の受診票と妊婦健診を受けた医療機関の領収書を申請
　時に添付してください。助成額は町が定めた金額を上限とします。詳細等については担当までお問い合わ
　せください。

※各手続きや届出・申請のお問い合せは保健予防係
　（保健センター内） ☎62-9134までお願いします。

問


